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（午前１１時１５分 開議）

〇委員長（冨岡幸夫） ただいまから本日の使用済燃料中間貯蔵施設に関する

調査検討特別委員会を開きます。

ただいまの出席委員は22人で定足数に達しております。

本日の審査は、前回審査において参考人としてお招きしたリサイクル燃料

貯蔵株式会社との質疑応答を受け、また11月４日に理事者側により実施され

た同社に対するヒアリングの内容について報告を受け、質疑応答を行うこと

といたします。

これより審査を行います。まず、理事者側より説明を受けた後に各委員か

らの質疑へと進めてまいりますので、ご了承願います。

ここで、質疑の方法についてお諮りいたします。本日の審査における質疑

につきましては、会議規則第116条ただし書の規定により、１人３回までと

したいと思いますが、このことについてご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇委員長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よって、本日の審査における

質疑の回数については、１人３回までとすることに決定いたしました。

それでは、理事者側の説明を求めます。企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） 資料「11月４日のリサイクル燃料貯蔵株式会社

とのやりとりについて」に基づきご説明いたします。

エフエムアジュールをお聞きの皆様におかれましては、市のホームページ

に資料を掲載しておりますので、御覧いただきたいと存じます。

１ページをお開き願います。10月22日の特別委員会での議論を踏まえたリ

サイクル燃料貯蔵株式会社からの文書での回答について、次の２ページから

９ページにまとめております。この内容は、同社より11月19日に市議会へ文

書で提出があったものでございますので、ご説明は割愛をさせていただきま

す。

10ページをお開き願います。10月22日の特別委員会における議論を踏まえ

て11月４日に行ったリサイクル燃料貯蔵株式会社へのヒアリングについて、

次のページからまとめております。

11ページをお開き願います。ヒアリングの実施の趣旨及び目的についてご

説明いたします。10月22日に開催されました当特別委員会において、リサイ

クル燃料貯蔵株式会社を招致し、委員の皆様による質疑が行われましたが、

、 。その議論の中で疑義が生じたため 確認することを目的に実施いたしました

市からは宮下市長、市議会からオブザーバーとして大瀧議長、佐々木隆徳副

議長、冨岡幸夫特別委員会委員長、佐々木肇副委員長が、リサイクル燃料貯
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蔵株式会社からは高橋社長、赤坂常務、松下常務、青木取締役などが出席し

ております。

12ページをお開き願います。まず 「１基目のキャスクの搬入について」、

のヒアリング内容をご報告いたします。市からは、どこの発電所から搬入さ

れる予定なのか また10月22日の特別委員会における委員の質問に対し 今、 、「

後の協議」や「調整」という答弁になった理由、併せて「共用化」との関係

について確認をいたしました。

リサイクル燃料貯蔵株式会社からは、１基目のキャスクについては、柏崎

刈羽原子力発電所から搬入するという認識に変わりはない 「今後の協議 、。 」

「調整」と申し上げたのは、同発電所について、原子力規制委員会から特定

核燃料物質の移動禁止措置を受けていることから、明言していいのか迷いが

生じたものである。また、共用化については、電気事業連合会を含め、東京

電力からも一切ないとの回答がありました。

13ページをお開き願います。次に 「会社としての主体性ある判断につい、

て」のヒアリング内容をご報告いたします。市からは、中間貯蔵事業は、あ

くまでもリサイクル燃料貯蔵株式会社の事業。人ごとのように振る舞うとい

うことは避けるべき。他律的な事項についても、リサイクル燃料貯蔵株式会

社として、そのことを解決するためにどう行動するかということが大切であ

ると指摘しております。その上で、新税に関して、市議会への意見書に記載

した論点については「判断できる状況になれば 、また減免協議については」

「事業計画ができれば 、または「県の動向が見極められれば」という答弁」

について、リサイクル燃料貯蔵株式会社として、どのように具体的にゴール

に向かって市に協力して行動するのかを明確にするべきということについて

確認をいたしました。

リサイクル燃料貯蔵株式会社からは、これまで同様、意見書の４点につい

て判断できる状況になれば納税の責務を果たすということ及びその判断の時

期については安全協定の協議までに、現在東京電力から事業計画が示されて

いないため、新税の協議を一旦待っていただきたいと伝えている。また、会

社として主体性を持って取り組む点については、設工認や安全対策工事をし

っかり前に進め、事業開始を目指すこと。それに伴い、東京電力の事業計画

や青森県の課税の判断がなされるものであり、対外的な要因により、努力し

てもできないところは事業を着実に進めることで解決に近づくとの回答があ

りました。

14ページをお開き願います 「事業計画を示せないことについて」のヒア。

リング内容をご報告いたします。市からは、東京電力から搬入計画が示され
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ないために事業計画が立てられないということは、事業の根幹が既にないと

いうこと。市として事業の可否を判断できる状況にないと指摘した上で、仮

でもいいので、今の時点で示せる事業計画を早急に示すというのが市民に対

する誠意につながるのではないか。根幹が揺らいでいるということを、どう

して主体性を持って解決しようとしないのかということを確認いたしまし

た。

リサイクル燃料貯蔵株式会社からは、当社が仮定で積み上げた計画が実際

に違っていた場合、かえって迷惑をかける。東京電力から示された段階で計

画を示したいとの回答がありました。

これに対し、搬入計画は東京電力が決めることで、全部それを受け入れる

だけということか。市民へ、あるいは市議会へ説明責任を果たさなくていい

のか。時期が来て、示せる状況になったときに、市民に駄目だと言われたら

どうするのか。どうして段階的にやる努力をしないのかということを再度確

認いたしました。

、 。リサイクル燃料貯蔵株式会社からは 具体的な数値で示すことができない

会社としてできることは、事業開始に向けて設工認並びに安全対策工事を進

めていくことという回答がありました。

15ページをお開き願います 「議会に対する答弁のあり方について」のヒ。

アリング内容をご報告いたします。市からは、むつ市議会はむつ市の最高意

思決定機関であって、その場で中身のない答弁をすることは、市民軽視とも

受け止められかねない。具体的には、税率であれば、事業が立ち行かなくな

るという話ばかりだけではなく、どれくらいならいいのかということについ

て、他の自治体のケースを標準として考えるなどといった話もできるのでは

ないか。財政需要では、議論を収束させる方向性での起因性の考え方や負担

割合の基準を一切示そうとしない。課税客体では 「協議中だから答えられ、

ない」など、議会での答弁は物すごく重いことで、中身がない答弁を基本的

にしてはいけない。議会に呼ばれたら、物事をしっかりと進めなくてはなら

ないと認識してほしいということを確認いたしました。

リサイクル燃料貯蔵株式会社からは、会社として答えられるものは誠実に

答えたという認識。東京電力の計画が示されていない状況で、今のところは

前回の議会での答弁以上の回答はできないとの回答がありました。

これに対し、これまで操業開始の延期の問題があっても、むつ市として耐

え忍んできた。その関係でいっても、答弁はあまりにも寂しい。税率や財政

需要、課税客体について、社長の意気込みとしてどうしていきたいというこ

とが一つもない。例えば財政需要の内容確認について、事業の起因性や負担
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割合の客観的な基準を社長の判断で示していくと言えば次に進める。そうい

うことすらしないと市の見解を示しております。

16ページをお開き願います 「今回のヒアリングのまとめ」についてご報。

告いたします。市としては、全体を通じて、誘致した当初は様々な反対運動

が起こり、中間貯蔵事業が争点になった選挙もあった。その中で、むつ市が

青森県知事を説得して主体的に誘致を決めた歴史がある。また、震災により

核燃料サイクルや原子力行政そのものが揺らいだときも、ぶれることなく支

援を続けてきたのがむつ市、そしてむつ市民である。このことは重大なこと

で、重いこと。そのことを考えたときに、１年にわたって財政需要で協議す

るとか、あるいは「繰り返しになりますが」という答弁ばかりするのは普通

は考えられない。会社の事情があったとしても、リサイクル燃料貯蔵株式会

社として、それを何とか乗り越えるというのが筋ではないかと見解を示して

おります。

また、リサイクル燃料貯蔵株式会社への要望事項として、１点目、委員の

皆様から特別委員会で質問があった項目について、答えていただいた内容が

必要十分だったのかを改めて検証していただいて、文書でも的確に答えてい

ただきたい。

２点目、事業計画を示すことについて、東京電力に対しても、今回の議論

については正確に伝えていただき、今後議会の判断により特別委員会での招

致あるいはヒアリングの形で話をさせていただく機会をつくりたいとお伝え

しております。

なお、１点目につきましては、冒頭のご説明のとおり、11月19日にリサイ

クル燃料貯蔵株式会社より回答をいただいております。

17ページをお開き願います。リサイクル燃料貯蔵株式会社から十分な回答

が得られていない事項についてまとめております。事業計画について。搬入

量については、現時点の想定を「具体的に親会社から聞いていないから答え

られない」ということで、市民に対する説明責任を果たしていると言えるの

か。東京電力が公表している柏崎刈羽原子力発電所の再稼働計画を基に、搬

入計画のシミュレーションと負担可能な税率の案を示すべき。

新税について。新税の実質的な負担者は、中間貯蔵事業の総費用を負担す

る親会社であり、親会社の担税力で判断され、決定権は親会社にあるのでは

ないか。仮に県が課税することになっても、担税力を上回る事態は地方税法

上起こり得ないのに、なぜ県の動向を見極める必要があるのか。意見書に記

載されている六ヶ所再処理事業の受け入れ行為及び貯蔵行為への課税が再処

理事業全体を対象としている根拠、また財政需要の中で中間貯蔵事業に起因
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するものと理解できないものとは何か。これらの事項について、引き続きリ

サイクル燃料貯蔵株式会社へ明確に示すことを求めていくとともに、必要に

応じて親会社へ確認していくことが必要であると考えております。

リサイクル燃料貯蔵株式会社に対するヒアリングのご説明は以上でござい

ます。

〇委員長（冨岡幸夫） それでは、質疑に入ります。

ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。佐々木隆徳委員。

〇委員（佐々木隆徳） 先月22日に行われました特別委員会、私の質疑で保留

となっておりました回答書も頂きました。その後に、11月４日に行われた市

のヒアリング、ＲＦＳとの一連のやり取りを踏まえまして、ＲＦＳに対して

市長はどのように感じたのか伺います。

また、今後事業者とどのように向き合うのか、併せて伺います。市長のご

見解を伺いたいと思います。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、どのように感じたかということについていけば、一言で申し上げる

と主体性の欠如、これに尽きるということです。その委員会の中でも私、あ

るいは事業者の前でも申し上げたのですが、本当に核燃料物質を取り扱う事

業者としてふさわしいのかどうか、そのことにすら今疑問を私自身は持ち始

めています。あたかも自分たちは事業の認可さえ取ればいいというような答

、 、弁を繰り返していて 私たちに対してどう向き合うのかということについて

あるいは自分たちが会社として地域をどう支えていくのかというようなお話

がほとんどなかったように思うのです。そのことについては非常に残念に思

うわけですが、それがまず第１点目の答弁とさせていただきます。

また、これからどう向き合っていくのかということですが、今後も、そう

は言ってもコミュニケーションを取りながら、今私が申し上げた点について

しっかりと対応していただけるように、そのことを理解してもらうように、

コミュニケーションを取っていきたいと考えてございます。

〇委員長（冨岡幸夫） 佐々木隆徳委員。

〇委員（佐々木隆徳） これまでのやり取りを踏まえまして、私としても、Ｒ

ＦＳの答弁は不誠実そのものだと、全てにおいて先延ばししているような答

弁しかなかったと、そのように受け止めております。そういう作戦といいま

すか、対応といいますか、そういった形で、我々市議会に対しても、もちろ

ん市に対しても、そういう対応をしているものと受け止めております。これ

、 、 、は 中間貯蔵が極めて安全だったとしても 万が一の事故が発生したときに
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同じように、世間の批判が沈静化するまで、ただ単に平謝りするなり、時間

がたてばみんな忘れてくれるのだというような考えと受け止めざるを得ない

と思っております。そのような事業者の倫理観に欠けた対応を会社としての

主体性のない答弁の繰り返しと私は受け止めておりますが、これは絶対に許

されるべきことではありません。当然そのようなことはないと思いますが、

このことに対して、改めて市の見解、考え方を伺います。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

今のご発言を聞いていて、この８年間、私がなってから今８年目になりま

すが、８年間をちょっと振り返ってみると、かなりやはりＲＦＳの私たちに

対する対応というのは変わってきているなというふうに思うのです。なって

当初の頃は、立地のときから携わって、立地の頃ぐらいから携わっていた当

時の社長とは、ある意味本当に日々、ＲＦＳ社に関して、事業開始のことも

含め、あるいは地域の在り方も含めて、意見交換をしながら進めていたよう

な状況でありました。そのことは国に対して、あるいは県に対して、どのよ

うな形で要望や、あるいは協力体制を築いていくかというようなこともしっ

かり相談しながらやっていたように思います。

ところが、一方で、この数年というか、社長が何回か替わるごとに、ほと

んどそうしたコミュニケーションも取っていない感じになってきています。

別にそれは事業者と市側が癒着しているとか、そういう意味ではなくて、し

っかりとした形で、地域の未来を語り合う場面や、あるいは連携してこの事

業をうまく進めていこうという場面がもう圧倒的に少なくなっているような

気がします。そういうことは私たちが反省する、むつ市側が反省すべき点な

のかもしれませんけれども、大いにそのことは、ＲＦＳ社の今の体制は自覚

、 。し 反省しなければいけないのではないかなというふうに思っているのです

ですから、先ほど倫理観の欠如という話がありましたが、それはあっては

ならないことですし、普通の会社ではないんですね。やはり使用済燃料とい

う核燃料物質を扱う会社ですから、より高い倫理観、そして開かれた議論と

いうか、開かれた形で会社を運営することが必要になると思いますし、その

根底にある、それを一番支えていくのは、市民の皆様とのコミュニケーショ

ンも含めて私たちとのコミュニケーションだと思いますので、しっかりとそ

、 。のことについては繰り返し伝えていきたいと このように考えてございます

〇委員長（冨岡幸夫） 佐々木隆徳委員。

〇委員（佐々木隆徳） 当時どのような思いで杉山市長なり当時の議会の皆さ

んが誘致を決定したかと、そのような思いを徹底した形で事業者は受け止め
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ていただきたいと。答弁は求めませんけれども、そのようなことを自覚して

いただきたいと、その思いで質疑を終わります。

〇委員長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。富岡直哉委員。

〇委員（富岡直哉） これまでの一連のやり取りを通じて、ＲＦＳ社は、主体

性を持って取り組むこと、また自分たちで考えるのを放棄しているのではな

いかと率直に感じております。何かにつけてほかのことのせいにしようとし

て、例えば「震災が」や「規制委員会が」と言って、責任逃れとも言えるよ

うな対応ばかりしてきたという印象であります。あたかも自分たちは安全審

査だけ通ればよいという立ち回りになっており、これは大きな問題であると

思います。

事業者として地域と向き合い、地域と一緒になって地域づくりをする、そ

してあるいは自分たちが主体性を持って親会社や関係機関と調整し、むつ市

のためにやるということであったので誘致したものと認識しており、本特別

委員会などにおいても、立地に関わった先輩議員からも当時の思いなどを伺

ってまいりましたが、ＲＦＳ社においては立地当時のその思いが全く感じら

れず、非常に残念に思いますが、まずこのことについて市の見解をお伺いい

たします。

〇委員長（冨岡幸夫） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） お答えいたします。

事業者にとって何よりも大切なことというのは、やはり地域と向き合うこ

とではないかと思っています。これまで市民の皆様の当時の思いが裏切られ

ることで、市民の皆様のこの事業に対する思いということが変わっていくと

いうことに、私たちは危機感を持つべきではないかと考えております。

以上でございます。

〇委員長（冨岡幸夫） 富岡直哉委員。

〇委員（富岡直哉） 今後においては、しっかりと当時の思いというところに

立ち返って対応をお願いしたいところでありますが、ＲＦＳ社へのヒアリン

グの中で、新税の税率について、市側から「どれくらいならいいのかという

のは他の自治体のケースでももう既に言えるはず。各地域で使用済燃料税が

かけられているとすれば、それを標準として考えるということでどうかとい

う話だって言えるはず」という発言があったと資料に記載がありますが、仮

にＲＦＳ社が他市町村は貯蔵のみ500円とか600円なので同じくらいでお願い

しますということで言ってきた場合は応じるのか、その点についてお伺いい

たします。

〇委員長（冨岡幸夫） 財務部長。
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〇財務部長（吉田和久） お答えいたします。

このことにつきましては、議会のほうで皆様における議論をいただく内容

かなと思っております。ただ、実質的税負担者でございます親会社の担税力

から見まして、現状の額でも過重負担ではないと考えている反面、リサイク

ル燃料貯蔵株式会社は地元企業であります。また、徴税で苦しめることは本

意ではございません。そういうことから、経営上の根拠と合理的な根拠が示

されれば、受け入れる余地はあるものと考えております。

いずれにいたしましても、主体性を持って議論を進めようということであ

れば、こちらもしっかり誠意を持って対応したいと考えております。

以上でございます。

〇委員長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。原田敏匡委員。

〇委員（原田敏匡） 私のほうから、まず搬入計画に関する質疑をさせていた

だきます。

今年の４月に東京電力が当初の年間200から300トンの計画どおりの搬入が

困難であるということを公表する前ですが、そもそも事業開始して１年目に

は何トン、２年目には何トン、３年目には何トンという具体的な搬入量の提

示があったことと思いますが、その点に関して、確認の意味も込めてお尋ね

いたします。

〇委員長（冨岡幸夫） 企画政策部長。

（ ） 。〇企画政策部長 松谷 勇 具体的な搬入量の件についてお答えいたします

４月に東京電力のほうから年間の搬入量が変更になる旨の報告がある前の

計画ということになりますけれども、１年目が12トン、２年目が60トン、３

年目が97トン、４年目が101トン、５年目が150トンの搬入計画であったとい

うことを確認させていただいております。

以上でございます。

〇委員長（冨岡幸夫） 原田敏匡委員。

〇委員（原田敏匡） 実際現状は東京電力から何も計画が示されていないとい

う段階で、今の段階は白紙に近い形で今の協議が進められておりますが、こ

れから総務省協議に移行していくお話もありました。総務省協議は、相手方

の同意は要件とはなっておりません。

しかし、一方で年間の搬入量と担税力には深い関係があるものと理解して

おります。だからこそ議会も減免条項をつくり、また市側も真摯に協議を続

けているわけでありますが、そう考えるならば、今の税率を賦課して、担税

力に応じてＲＦＳ社に搬入させればよいのではないかという考え方もできま

す。つまり例えば年間１億円しかＲＦＳ社が払えないと言うのであれば、逆
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算して１億円分の納税でとどめられるように搬入するという考えもございま

す。これはＲＦＳ社が、先ほども言いましたが、東京電力が具体的な計画も

示せないという回答だけではなくて、逆に向こうのほうからそういった提案

もあってもいいのではないか。だからこそ我々市議会、減免条項も付加して

これまで協議してきたわけですが、これまでの一連の協議の状況を踏まえる

と、３月に市議会に意見書を提出されておりますが、そこから何も進展がな

いという印象しかないのです。もっと言うと、減免協議にすらたどり着いて

はいないのではないかという印象さえ持ちます。

、 、 、 、よって この際 もう減免協議はせずに そもそも減免条項すら削除して

総務省協議に臨み、成立させてしまえばいいのではないかとも考えますが、

この点に関して市長の見解をお伺いします。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 重大な指摘だと思っています。減免条項そのものを削

除するということは、これはもう事ここに至っては、私は一つのアイデアだ

と思います。その上で、支払える額の分だけ持ってきてくれと言うのは、こ

れはすごくあり得る話だなというふうに思うのです。

ただ一方で、まだ計画がどうなるかという話自体を事業者から正確に、こ

の場も含めて聞いておりませんので、その結果を見極めた上で、今原田委員

におっしゃっていただいた選択肢も今後検討していこうというふうに考えま

す。その際には議員の皆様のご協力も必要になると思いますので、その点も

ご理解をいただきたいと考えてございます。

〇委員長（冨岡幸夫） 原田敏匡委員。

〇委員（原田敏匡） 一方で減免をということであれば、先ほど富岡直哉委員

のほうからもありましたが、他自治体の例が幾らでもございます。計画が示

せない限りは税率が示せないというのは論外ではないかと思います。今後ど

、 、のようにしてその点をＲＦＳ社に理解させるのか また理解しようとしない

時間稼ぎに終始するＲＦＳ社に対して、またその親会社に対して、今後どの

ように整理していく方向なのか、最後にお伺いします。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 率直に申し上げて、理解をさせるというのは、理解し

ようと思う向こう側の意思がないとなかなかうまくいかない。これは、皆さ

ん、ここにＲＦＳ社が来たときに大分原田委員もやり取りしてもらって、あ

る意味全然かみ合わないようにしか答弁しなかったと思うのです、彼らは。

、 、 、 、でも 逆に彼らが ＲＦＳ社がですよ 原田委員が言っていることに対して

しっかりと答えようと思えば答えられたはずなのです。だから、そこにすご
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く今そごがある状況というか、うまくいかない核心の部分があるのかなとい

うふうに思うのです。

したがって、理解させるとかするとかということではなくて、私たちとし

てはもう、これはもうそういう税率なのですということで成立させてしまう

ということなのかなと。実際に運び込まれる段階になったときに、減免する

のかどうか、そのままあるいは課税するのかどうか。課税が課題だというふ

うに言うのであれば訴えてくれと。そうしたら我々は応訴しますと。私たち

はそれで、私たちの様々な考えの下に課税しているのですから、それはある

意味法的にもチェックして出しているわけですから、訴えてくれというよう

なことを言ってでも成立させるべきものなのかなというふうにも最近は考え

ています。ただ、そうした対立が市民の方々からどう見えるのかということ

については、しっかりと私たち自身も、あるいは会社自身も考えるべきこと

だと、そのようには考えてございます。

以上です。

〇委員長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。大瀧次男委員。

〇委員（大瀧次男） 私は、11月４日のヒアリングの際にオブザーバーとして

参加しておりました。その際に感じたこと、そしてまた何の回答をしている

のかなというふうに分からない部分が結構あったのですが、資料にもありま

すように、ＲＦＳ社として主体性を持って取り組めるのは、事業開始に向け

、 。ての審査対応と工事を前に進めることだと このように発言をしております

そんなことは言うまでもなく、当然やらなければならないことであり、そん

なものを宣言して何の意味があるのか、全く理解に苦しみました。市長とし

て、そういう発言を聞いたときにどういうふうに感じたのか、ちょっとお聞

きいたしたいと思います。

また、事業計画がないということにも衝撃を受けました。核燃料物質を取

り扱う事業者が、立地のときだけいい顔して、いざ事業が始まるとなったと

きには事業計画はない、普通こんなことは考えられないことでございます。

この事業は、普通言う、ただの倉庫業であれば別ですけれども、ただの倉庫

業ではありません。核燃料物質がある使用済燃料を貯蔵する事業で、また社

会的にも、日本のこれからの将来のエネルギーにも影響するような大きな事

業でございます。その事業をする会社が自分の会社の事業計画を決められな

い、そういうことであれば、燃料の搬入元である親会社の東京電力や日本原

電に話を聞くべきではないかと、私は11月４日のヒアリングをしている際に

そういうふうに感じたものでございますが、市長はこれらのことについてど

のように考えているのか、お話をお聞きしたいと思います。
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〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） まず第１点目ですが、事業開始に向けた審査対応と工

事を進めるということを宣言して何の意味があったのかというお話の中で、

それをどういうふうに思ったかについてですが、私も本当に率直に、新社長

なりたてですから、本当に私たちの関係を理解しているのかなと、よく分か

っているのかなというのを率直に思いました。事務方からは一生懸命そうい

う説明を受けたのでしょうけれども、社長として言うべきことというのはそ

ういうことではなかったのではないかというふうに思います。地域とどう向

き合っていくのかということや、あるいは国策である中間貯蔵事業というも

のとむつ市立地地域との関わりについて、その中で事業をどう進めていくの

かということを主体性を持って前向きに何かお話をいただけるものと思って

いましたが、そういうことはなかったので、その部分については非常に残念

でありました。

２点目のやはり親会社にも話を聞くべきではないかということについて

は、そのとおりだと思っておりまして、ぜひこの場で、私が聞くというのは

もちろんそうですけれども、この場で、前回同様に様々な多様な論点を両者

に投げかけていただきたいと。それをまた私たちとして整理をして、私たち

として聞くべきことがあればお伺いするという形にしていきたいと思ってい

ます。

大切なのは恐らく、恐らくというか、恐らくではないですね、これはむつ

市だけの問題ではないのです。青森県の問題もそうですけれども、国の問題

でもあると思うのです、私これ。この異常事態を本当に国が理解しているの

かと。つまり中間貯蔵事業をやりますと、核燃料サイクルの中核的な位置づ

けですというふうに、エネルギー基本計画では書いてある。ところが、その

中身がなくなっているという。一方で、何かよく分からないですけれども、

いわゆる共用化みたいな話で電事連が来たり経済産業省が来ている。でも、

実際の私たちのところの事業というのは中身がなくなっていると、この異常

事態が国が本当に理解しているのかということがあると思うので、当然私た

ちとの関係では、親会社等に議会を通じてヒアリングするのもそうですけれ

ども、私自身としては、このことについてはしっかりと国や経済産業省にも

確認をこれからしていきたいと、このように考えてございます。

〇委員長（冨岡幸夫） 大瀧次男委員。

〇委員（大瀧次男） また、ヒアリングの際に、今の時点で示せる事業計画を

早急に示すべきという指摘に対して、会社側では、当社が仮定で積み上げた

計画が実際に違った場合、かえって迷惑をかけるというふうな回答をしてお
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りましたが 先ほど原田委員のほうからも話がありましたが 200トン 300ト、 、 、

ンという当初の計画が仮定であったために、私たち市民を不安にさせ、財政

計画を立てられない事態に陥っているということを会社側は自覚してもらわ

なければなりません。今さら仮定の計画はできないと言い出すことは、全く

私たちは承服できません。とにかく今現在示せる計画を示していただきたい

と、このように考えますけれども、市長の見解はどうでしょうか。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

私自身も、かえって迷惑をかけるという言葉がすごく引っかかっていて、

いやむしろ今とっても迷惑かかっているのですよというようなことを深く深

くやはり同社は自覚してほしいなというふうに思っているのです。

立地を了承したときには、その前提の計画があったのです。それが仮の計

画だったとしたら、私たちは仮の計画に基づいて立地を承認したということ

になってしまうわけです。それは一体何なのですかという話であって、少な

くとも、では最初のその計画、立地協定の前提となった計画がいつの時点で

どういうふうに変わって、今後どういう見通しになっているのかということ

は、これは明確に示していただかないと、私たち自身が市民の皆様に対する

説明責任、これ果たせません、私自身も、市議会としても。

そういうことだと思いますので、しっかりとその点については、東京電力

及び日本原電の両者からぜひ、まずは議会でヒアリングしていただきたいと

思います。その後私たちとしても必要なフォローをさせていただきたいと考

えてございます。

〇委員長（冨岡幸夫） 大瀧次男委員。

〇委員（大瀧次男） あとヒアリングで感じたことは、この事業計画をつくれ

ないと、ＲＦＳ社が。ということは、私は非常に変だと。ＲＦＳ社は、自分

のところで何か製品を作って、販売し、そして営業する会社ではないと。東

京電力、日本原電からそういう使用済燃料を搬入して、預かってから運営す

るという会社なわけです。そのためには、自分たちの１か月の、例えば１年

の社員の給料、いろいろな経費、そういう形が全部出るはずです。そういう

形で東京電力、親会社に、むつ市に新税を払うための経費、いろんな経費を

出して、このぐらい入れてください、このぐらいの形でやってくださいと、

そちらから、自分のほうから要求しないと、では東京電力でこれでやれと言

われたときに、では給料も払えない、運用もできないという形になったらど

うなるのかということになってしまいますので、恐らく自分のほうから、や

はりこのぐらい搬入していただきたい、こうやっていただきたいということ
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を言えるような立場だと思うのですけれども、市長はどうでしょうか。そう

いうあれは、今までの交渉の過程でなかったでしょうか。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 少なくとも自分の会社の事業について説明ができない

という会社は、そのときも言いましたけれども、あり得ないです。ないので

す。例えばむつ市役所を預かっていて、むつ市政を預かっている私が来年度

の施政方針について、議会で「ありません」と言ったらどうなりますか。即

不信任ですよ、これ。当たり前です。ある会社の社長が、どこと言うと、こ

れはまた支障ありますけれども、ある会社の社長が取締役会で来年度の方針

について説明できなかったら解任されますよ、これ。

あのときも説明、あのときもというか、ＲＦＳ社が来たときも言いました

けれども、ＲＦＳ社の株主はもちろん出資している東京電力と日本原電です

けれども、地域と一緒にこれから歩んでいくという会社でいけば、株主とい

えばむつ市民だと言ってもいいのです。その人たちに対して、その人たちに

というか、私たちに対して、私たちむつ市民に対して、事業の計画の内容が

説明できない会社を私たちがどうやって応援したり後押ししたり、あるいは

その事業について賛否を述べることが可能なのですかと、そういうことだと

思うのです。ですから、それを単純に親会社が示さないからできないのだと

言ってしまうということの軽さというか、そういうのにすごく私自身も衝撃

を受けています。そのことだけお伝えをさせていただきます。

〇委員長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） 前回も総務省協議についてお尋ねしましたけれども、

ＲＦＳの対応は、いつまでに何をやるのだということは何も言いませんでし

た。その際、社長さんの発言からは、ＲＦＳ自身がむつ市の行う総務省協議

を止められないと言っていました。いつまでも足踏み状態を打破する意味か

らも、やはり総務省協議に進んだほうがいいと私は常々思っているのですけ

れども、市長のお考えはいかがでしょうか。

〇委員長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田和久） お答えいたします。

年明けには、準備が整い次第、総務省協議に進むということに変わりはご

ざいません。

以上でございます。

〇委員長（冨岡幸夫） 浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） その上で、ＲＦＳの担税力は親会社に依存するもので

、 。ある以上 親会社に対して担税力の確認ということも必要になると思います
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先ほど来大瀧委員からもそういう発言がありましたけれども、そうした観点

から、親会社を参考人として、しっかり話を聞く機会を設けるべきだと思い

ますが、再度市長にお伺いします。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） もはや、まず法的に見て、特定納税義務者はＲＦＳ社

ですので、基本的にはＲＦＳ社からの聞き取り、そことのある程度の合意、

合意がなければそのまま持っていくということですので、親会社の担税力そ

のものを親会社に聞き始めるとまた交渉が長くなりますから、それはないと

いうふうに思います。

ただ、大事なポイントは、私たちの新税の徴収がしっかりとした形で総務

省で認められる、これはもう大丈夫だと思いますけれども、認められるとい

うことがまず第一で、その後、それはもちろん課税するわけですから、課税

するという今の税率や税目に対して、何か先方がクレームがあったりする場

合があるはずだと、減免してほしいとか。でも、それに応じるか応じないか

ということが次の論点であって、大事なことは、私たちは、ちゃんと法的に

それが正しいものなのか、今後の協議の過程の中ではしっかりと、顧問弁護

団等結成して、そこと協議をしながらやっていきたい、このように考えてい

ます。つまり訴えられてもしっかりと立っていけるような、そういう形まで

整えた上で今後進めていきたい、このように考えております。

以上です。

〇委員長（冨岡幸夫） 浅利竹二郎委員。

〇委員（浅利竹二郎） これまでもいろいろ何十回もＲＦＳとの協議を重ねて

きました。そして、この現状を打破するために、やっぱり総務省協議に一歩

進んで行くべきだと私は常々思っていますので、そこのところを市長も決断

して、ぜひ総務省協議に前向きに進んでもらいたいと要望しておきます。

以上です。

〇委員長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。住吉年広委員。

〇委員（住吉年広） 私のほうからは、金属キャスクの健全性について確認い

たしました。どの程度の力で金属キャスクが損傷するのか、また損傷した場

、 、合 放射能が漏れ出す危険性はないのかという部分で話ししましたけれども

リサイクル燃料貯蔵株式会社のほうからは、仮想的大規模津波、こちらは県

の試算した波高の２倍に当たる23メートル、こちらの津波が来た場合でも、

貯蔵建屋の一部がまた損傷したり、鉄骨がキャスクへ落下することを想定し

たとしても、漏えいすると仮定して評価した場合であっても、線量の上昇は

ほとんどなく、安全性は問題ないという回答をいただきましたけれども、市



- 17 -

長の金属キャスクの健全性についての受け止めをお聞かせください。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） まず、ＲＦＳ社、中間貯蔵事業というものの安全性と

いうのは、簡単に言うと、あの施設で何か爆発が起こることはないのです。

これは間違いなくない。どう考えてもないです。ミサイルを撃ち込まれると

か、そういうことはあるかもしれませんけれども、他国からですよ、そうい

うことはあるかもしれませんけれども、自発的にあの施設で爆発的事象が起

こることはないです。そうすると、それは再処理工場とか、あるいは原子力

発電所とは違って、本当に周囲何十キロ、30キロにわたって、放射能という

のですか、これが拡散するということは、これはまずあり得ないことなので

す。これはあり得ないこと。そこは、中間貯蔵事業の本質的な安全性の問題

です。

次に、キャスクというところでいけば、これも極めて高性能なものであり

ますし、基本的には核物質というのが漏えいするということは、これは考え

にくい。これがある意味津波が来て、それが転がっていったとしても、固定

しているところから転がる、それもあまり想定できないです。転がっていっ

、 。 、たとしても そう簡単には漏えいしない つっているときに落ちたとしても

そう簡単には漏えいしない。でも、もしかしたら漏えいするかもしれない。

蓋が開いてしまうかもしれない。でも、蓋が開いたときでも、その蓋が開い

たことによって核物質というのが広範囲にわたって拡散するわけではなく

て、その施設内にとどまるであろうというふうなことは容易に想定できる。

だから、そういう意味で、その安全性というのは原子力発電所や再処理工場

に比べて高いし、さらにキャスクの構造がそれを高めているということは言

えると思うのです。これは大前提です。

ただ一方で、安全性の対策というのは終わりはなくて、これが50年やった

ときにどういうふうに経年劣化するのかとかという話は、これはしっかりや

、 、 。っぱり 今もちろんやっていると思いますけれども 考えなければいけない

まだ住吉委員が議員になる前ですけれども、低レベル放射性廃棄物も、むつ

市の関根で今保管しています、原子力船「むつ」の関係のやつ。あれはドラ

ム缶で、物質が漏えいしたことがありました。そのときは、放射能とか放射

線というのは当然出ませんでしたけれども、ただ単に管理しているドラム缶

ですらそういうことというのは起こるわけです。

ですから、油断なく、キャスクの管理、貯蔵管理というのはやらなければ

いけないというのは間違いないことですし、そのことについて、私たち自身

が50年間しっかりと監視の目を光らせるということも大事なのです。ですか
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ら、むつ市民とか、むつ市議会とか、むつ市役所は、その大きな負担を背負

っているということは、これは言うまでもないことですので、そこを併せて

ご理解をいただきたいと思います。

〇委員長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） 私のほうから、親会社の招致に対してでございますが、

全体を通じまして、ＲＦＳ社の社長ご自身が答弁していることなのにもかか

わらず、今回の報告を見ると、一担当者が答えるような事務的な答弁しかな

いと感じております。現状がどうあるのかではなく、これからどうあるべき

か、これからどうしたいのかをＲＦＳ社長としての思いを語っていただきた

かったと思うのですが、それが全くと言っていいほどなかったと思っており

ます。ということは、そういう答弁ができない、言うことができないという

ことは、社長として、どうあるべきか、これからどうしたいかについて言及

する権限がないのではないかと思っております。

また、いずれにしても親会社である、計画がしっかり出てこないというこ

との一点張りで、そのようなことは何もかも進められない状況に、親会社に

対して計画を示すよう働きかけるという主体性を持った行動をするような姿

勢が全く見受けられませんでした。このような姿勢であれば、やはり主体性

のないＲＦＳ社との対話より、直接親会社に来ていただき、委員会として事

情聴取をするほかないのではないかと思います。

他の委員の皆様からも同様の意見が出てはおりますが、これは委員長にお

願いすることになるとは思います。その点について、先ほど来お話をいただ

いておりますが、再度市としての見解をお伺いいたします。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） まさに委員会で決めていただくことだというふうに思

っておりますし、できるならば私自身も委員会に前回同様参加させていただ

きたいと考えてございます。

〇委員長（冨岡幸夫） ただいまの意見につきまして、特別委員会としては、

今後考えてまいりたいというふうに思っております。

佐藤広政委員。

〇委員（佐藤広政） それでは、またまた再度ではございますが、親会社であ

、 、ります東京電力 そして日本原電の関係者を特別委員会へ参考人として招致

しっかりとこの場で事情聴取をしていただけるよう要望させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

〇委員長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。山本留義委員。

〇委員（山本留義） 今皆さんの質疑を聞いて、本当に残念に思うのですけれ
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ども、実は私10月22日の委員会において、ＲＦＳ社の社長の委員に対する答

弁、そして11月４日のＲＦＳ社のヒアリング、それを見て、再度そういう思

いもしたのですけれども、全然事は進まない。どういうことなのか。ＲＦＳ

社の社長は親会社の東京電力の話をするし、そういうことで、実は私は、自

分たちが誘致したとき、どういうことだったのかということを、若干備蓄セ

ンターの概要とか安全協定をちょっと見ました。

そういうことを踏まえて、平成16年２月、今から19年前ですけれども、リ

サイクル燃料備蓄センターの概要が東京電力株式会社から提出されました。

そして、その次の年ですけれども、平成17年10月に、今から18年前です。む

つ市、青森県、東京電力株式会社及び日本原子力発電株式会社で立地協定が

締結されました。この協定書の１条で、リサイクル燃料備蓄センターの概要

に示されている使用済燃料の貯蔵について、遵守事項が定められていて、特

、 。にこの中に 中間貯蔵施設が50年だけの施設であることが約束されています

一方で、協定書の中では、そのほかのリサイクル燃料備蓄センター概要に関

する事項は、品質保証の部分を除いては、あまり触れていません。

そこでお尋ねします。平成16年に東京電力から提出されたリサイクル燃料

備蓄センターの概要と使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定書、いわゆる立

、 。地協定の関係はどのようになっているのか 市長の認識をお伺いいたします

〇委員長（冨岡幸夫） 企画政策部長。

〇企画政策部長（松谷 勇） お答えいたします。

リサイクル燃料備蓄センターの概要という資料と使用済燃料中間貯蔵施設

に関する協定書、この資料の関係性ということについてお答えいたします。

使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定書、いわゆる立地協定でございます

けれども、この前提となるのがリサイクル燃料備蓄センターの概要であると

私たちは認識をさせていただいております。これは、立地協定の前文になり

ますけれども、ここにむつ市が使用済燃料中間貯蔵施設をむつ市内に立地す

ることに関し了承しという記載がございます。この了承することの大前提が

リサイクル燃料備蓄センターの概要に基づくものでございます。

一方で、協定書のほうには、この概要のうち50年貯蔵の部分にしか触れて

いません。ただ、この部分は中間貯蔵施設の根幹であるため改めて確認をし

たものであり、概要のその他の部分につきましても立地の大前提となってい

ることに違いはないものと認識をしております。

以上でございます。

〇委員長（冨岡幸夫） 山本留義委員。

〇委員（山本留義） 今まさに部長が説明したとおりでありまして、当時は、
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よもやこの概要が変更になることは想定すらしていませんでした。この概要

、 。を前提とする様々な説明を受けて 私たちは立地を了承したわけであります

内容が変わることがあってはならないことであります。立地の前提が、私は

ですよ、今崩れているという思いであります。そもそも私たちは、立地を了

承したことになるのです。そういうことで、立地協定の取扱いも含めて、市

長はどのような認識を示しているのかお伺いいたします。

〇委員長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（吉田 真） お答えいたします。

まず、現状といたしまして、事業者は債務不履行の状態に既にあると考え

てもよいと認識しております。そもそも概要では2010年までに操業を開始と

しておりますので、事業者側として、その履行が確保できていない状態にあ

ります。操業開始は、新税の成立いかんにかかわらず、搬入されるキャスク

からの固定資産税収入を当市が得ることに直結しています。私たちは、この

債権があるという法的攻勢も可能であります。

また、概要には年間200トンから300トン程度の使用済燃料を４回程度に分

けて搬入するとしておりますが、現在この前提が崩れているということもあ

るようですので、立地の根拠や立脚点が失われ、協定の前提が揺らいでいる

と言えます。

私たちは何かだまされているのではないかと、そう思うこともあります。

少なくとも私自身が法制度の担当部長として申し上げられるのは、この協定

はあくまでも契約ですので、いつでも私たちは解除できるということであり

ます。

また、立地の前提が変わったということであれば、改めて直ちにリサイク

ル燃料備蓄センターの概要を出し直すべきではないかということと、それを

前提に協定の在り方について議論することが必要になると考えております。

以上でございます。

〇委員長（冨岡幸夫） 山本留義委員。

〇委員（山本留義） 先ほどの佐々木隆徳委員のときに市長も話ししたのです

けれども、東京電力ホールディングス株式会社も社長が替わり、そしてリサ

イクル燃料も社長が４人目です。この間、むつ市に対して、どのような形の

中で付き合いをしてきたのか、自分も知っているつもりですけれども、ただ

事に至って全然進まないこの現状の中で、本当にこれでいいのかという思い

であります。

最後に、市長、お答えください。私は、ＲＦＳ社の姿勢は、本当に都合が

よ過ぎると考えています。逃げるような姿勢で、親会社に責任を押しつけて
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いるような感じすらします。非常に残念で、立地を推進した立場の私として

は、本当に市民に対しても皆さんに対しても責任を感じています。

概要に示されている事業の内容については、立地を了承したことの根幹で

。 、 、 、あります これから議会に 皆さんから出ていますけれども 親会社の招致

この招致で、東京電力が逃げるような姿勢であったならば、私たちは立地協

定の見直しを含め、今までにない強い姿勢で臨むべきと私は思いますけれど

も、市長の認識をお伺いいたします。

〇委員長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、先ほど担当部長から、法制担当の部長から答弁がありました。世の

中法的なことだけではないですが、法的なことを前提に物事が動いていくと

いうことだと思っています。そうした中で、メディアがいる前で、あまりだ

まされているのではないかという懸念ということについては、これがふさわ

しい表現だったかどうかはともかくとして、ただやっぱりそれが市職員や、

あるいは一般の市民の皆様のそういう率直な意見表明だったのではないかと

いうふうに私自身は、先ほどの答弁を受け止めています。先ほどの答弁は、

そのように受け止めています。

質問に答える前に状況を整理すると、考えらえないことが進行しているの

です。つまり使用済燃料という核燃料物質がむつ市に搬入されるという事業

があると。ところが、そういうふうに言われているけれども、事業計画がな

くなっている。ほぼない。示されるめどもない。そうした中で、一方で国は

中間貯蔵事業を大事だと言うと。当市にゆかりも何もない事業者がここに搬

入したいみたいな話があったり、その事業の連合体が、それは重要だとまた

言ってくる。名のりを上げてくる。さらにもっと考えられないことは、その

ことに主体性を取り組むべきはずのＲＦＳ社やその親会社の２社が全く当事

者意識がない。一体この責任は誰が負うのでしょうかということだと思うの

です。ただむつ市とか、むつ市民とか、むつ市議会と押しつけられているだ

けなのではないかというふうにも思うわけです。

招致ということを決めていただいて、そういうことになるのであれば、こ

れは東京電力のこれからの回答が全てだと思います。その回答に全てがかか

っていると思います。これ聞いていると思いますけれども、責任を持って事

業計画の説明をすることに期待をしていますし、もともとそれがなければ、

委員がおっしゃるように立地協定の前提が崩れるものと私自身は考えていま

す。

以上です。
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〇委員長（冨岡幸夫） ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で本日の報告に対する質疑を終わります。

最後に、次回の審査内容についての協議となりますが、現状が全く進まな

い状況である、このことについてご意見等がある委員はご発言を願います。

山本留義委員。

〇委員（山本留義） 各委員から、この現状を踏まえて、東京電力ホールディ

ングス、日本原電を招致して意見を聞くべきではないかということがござい

ました。私は、本当に今の現状を打破するには、どうしても親会社の招致が

必要だと思いますけれども、その辺の取り計らいを正副委員長にお願いしま

す。

〇委員長（冨岡幸夫） ただいま山本委員よりご意見がありました、参考人、

親会社である東京電力に対して、招致すべきであろうというようなご発言で

あります。これについて皆様からほかにご意見ありますか。

（ なし」の声あり）「

〇委員長（冨岡幸夫） ありませんので、このことについて、参考人として、

親会社である東京電力ホールディングス株式会社、日本原子力発電株式会社

にも、リサイクル燃料貯蔵株式会社出資者であることから、招致をいたした

いと考えますが、このことについて可能かどうか、参考人としてお呼びする

役員の方々等含めて、スケジュールについても正副委員長にご一任いただく

こととし、要請いたしたいと思いますが、そのほかのご意見ありますか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇委員長（冨岡幸夫） それでは、そのように決定いたしたいと思います。

お諮りいたします。本日の使用済燃料中間貯蔵施設に関する調査検討特別

委員会は、これで散会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇委員長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よって、本日の使用済燃料中

間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会は、これで散会いたします。

（午後 零時２７分 散会）
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上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。

使用済燃料中間貯蔵施設に関する調査検討特別委員会

委 員 長 冨 岡 幸 夫
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